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旭川市労働者賃金等の実態調査（工事）結果 

 

１ 調査概要 

（１）調査の目的   公契約に係る業務に従事する者の適正な労働環境の確 

          保を図るため、市が発注する工事に従事する労働者の賃 

          金等を調査し、労働者賃金等を把握することを目的とす 

          る。 

（２）実施期間    令和７年９月１日から令和７年１０月２８日まで 

（３）調査内容    調査対象工事に直接従事する労働者に対する令和７年 

          ４月～令和７年８月のいずれかの月での支払賃金 

（４）調査対象工事  設計金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

          ５００万円以上の建設工事で令和７年４月１日から令和 

          ７年８月３１日までの間に１日以上施工期間が含まれる 

          もの 

（５）支払賃金等   調査対象工事の受注者（元請事業者）及びその受注者 

          と下請契約する受注者（下請事業者）が支払う賃金 

（６）調査方法    調査対象工事の受注者に対し、調査票（旭川市公契約 

          に係る労働者賃金等の実態調査試行要領様式第１号）提 

          出の協力を依頼し、提出された調査票のうち、直接従事 

          した労働者を雇用した回答を集計。また、回答があった 

          事業者から、任意で抽出した事業者に、提出された調査 

          票の内容確認のため賃金台帳の提出及び労働者賃金の動 

向を確認する調査を実施。 

           なお、調査票の労働賃金単価は、国が実施している公 

          共事業労務費調査の算出方法に準じて算出。 

（７）集計件数    

 事業者数 対象労働者数 

元請事業者 ４７社 ２１４人 

下請事業者 ６９社 ２４９人 

合   計 １１６社 ４６３人 

            

２ 調査結果概要 

（１）労働者の平均賃金は、対象労働者全体の加重平均で１７，４０１円／日 

  である。 

   また、全ての職種において平均賃金が時給換算で１，３９７円以上の状 

  況にあり、最も低かった職種でも、最低賃金法で定める最低賃金（令和６ 
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  年１０月１日発効、北海道の地域別最低賃金、時間額１，０１０円）以上 

  が確保されている。 

   時間外手当について、全労働者の平均月額は３７，８８６円（全体の平 

  均時間外労働時間は１７．４時間／月）であり、対象労働者のうち６４．１％ 

の２９７人が時間外労働に従事している。時間外手当の平均額が最高の職 

種はダクト工で月額７０，４７２円（職種全体の平均時間外労働時間 

３９．３時間／月）であった。 

 

   ※以下、「賃金」は日額（８時間）をいう。 

 

（２）最低賃金と最高賃金（別表１） 

   回答のあった２５職種のうち、１１職種で最高賃金は最低賃金の２倍以 

上となっている。 

   主な職種では、普通作業員が５．６倍、運転手（特殊）が３．９倍、電 

工が３．４倍、とび工が３．３倍、特殊作業員３倍となっている。 

 

（３）年齢、経験年数による賃金の関係 

  ア 年齢と賃金の関係（別表２） 

    平均賃金で比較すると１０代から２０代及び７０代以上で賃金が低 

   く、４０代から５０代で賃金が高い傾向が見られる。 

  イ 経験年数と賃金の関係（別表３） 

    平均賃金で比較すると、労働者が経験年数を重ねるにつれて高い賃金 

   が支払われる傾向がある。 

 

（４）就業・賃金形態と賃金の関係 

  ア 就業形態別（別表４） 

    常雇と日雇で、比較できた３職種中、普通作業員及び交通誘導員 Bの 

   平均賃金は常雇が上回ったが、運転手（一般）は、日雇労働者への支払 

賃金が上回っている傾向が見受けられた。 

  イ 賃金形態別（別表５） 

    月給制と日給制で、比較できた１０職種中、特殊作業員、軽作業員等 

の６職種で月給制平均賃金が日給制平均賃金を上回っており、普通作業 

員、とび工等の４職種で日給制平均賃金が月給制平均賃金を上回ってい 

た。 

 

（５）元請、下請の賃金の関係（別表６） 
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   元請と下請（２次以降を含む）で、比較できた８職種において、平均賃 

  金で元請が下請を上回っていたのは軽作業員及び電工の２職種であった。 

特殊作業員、普通作業員、運転手（特殊）、運転手（一般）、土木一般世話 

役及び配管工の６職種は、下請の平均賃金に元請を上回るものがあった。 

   また、比較できた８職種において、平均賃金で元請と下請の差が一番大 

  きかった職種は、電工で元請が下請を９，５６０円上回っていた。 

 

（６）設計労務単価との関係（別表７） 

   今回調査した実態賃金の全体水準を計るため、公共工事設計労務単価（国 

  が実施する公共事業労務費調査を基に定めたもの）と比較した。 

   今回調査した対象労働者全体の加重平均賃金は１７，４０１円／日であ 

  り、北海道の公共工事設計労務単価が設定されている職種のうち、今回提 

  出のあった２５職種の設計労務単価の加重平均額２３，８４７円／日の 

  ７２．９７％となっている。 

   また、２５職種中、配管工９２％、軽作業員９０％、交通誘導員Ｂ 

８９％、土木一般世話役８７％等、１２職種で平均賃金が公共工事設計労 

務単価の７割以上となっている。 

    

（７）その他 

  ア 外国人労働者の状況（別表８） 

    外国人労働者は、 普通作業員など４職種で従事していた。平均賃金は 

   いずれの職種も対象労働者全体の平均賃金を下回っている。 

  イ 法定外労災保険の加入状況（別表９） 

    ８１％が法定外労災保険に加入済みという結果であった。 

  ウ 週休２日制取組状況 

    回答があった事業者のうち５０％が４週８休以上実施済、４４％が４ 

週６休又は７休実施済、６％が４週５休以下の実施という結果であった。 

 

（８）ロゴフォーム調査及び聞き取り調査 

  ア 対象事業者  調査票提出事業者（元請、下請の別なし） 

  イ 実施時期   令和７年１１月１日から令和７年１２月９日 

  ウ 調査事業者数 １５社（うち聞き取り調査６社） 

  エ 調査内容   提出された調査票の内容確認（賃金台帳等との照合） 

及び労働者賃金等の動向 

  オ 調査結果   概ね調査票のとおりであった。また、労働者賃金等の 

動向についての調査結果は別紙１のとおり。 
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           賃金を上げたと回答した事業者は１２社あり、物価高 

騰、ベースアップ、定期昇給、最低賃金の上昇など、作 

業員の流出防止及び雇用確保等の理由が挙がった。 

また、賃金は昨年と同じと回答した事業者は３社あ 

り、以前に大幅にアップしたため、今年度は賃金を上げ 

なかったとの回答があった。 

 

３ 各年度の調査結果の推移 

 労働賃金単価 前回比 
設計労務単価 

との割合 

令和元年度 １３，７１７円 － ７１．２２％ 

令和２年度 １４，０５９円 ＋２．５％ ７０．７４％ 

令和３年度 １３，６８２円 －２．７％ ７０．３６％ 

令和４年度 １４，３４１円 ＋４．８％ ６８．８３％ 

令和５年度 － － － 

令和６年度 － － － 

令和７年度 １７，４０１円 ＋２１．３％ ７２．９７％ 

   ※労働賃金単価は１日（８時間）当たりの額 























別紙１ 

事業者調査結果と主な意見 
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上がった

80%

昨年と同じ

20%

質問１

労働者賃金は、昨年と比較して

変わりましたか。

物価高騰

23%

ベースアップ

18%

定期昇給

18%

最低賃金の上昇

12%

その他

29%

賃金が上がった理由（複数回答可）
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足りていない

100%

質問２

工事に必要な作業員、技術者等は

充足していますか。

ある

53%

ない

47%

質問３

公共工事設計労務単価に準じて、

賃金を支給する考えはありますか。



＜ 主 な 意 見 ＞ 

 

〇作業員不足について 

 

・作業員不足については、主にハローワークに依頼しているが、反応なし。 

  

  去年、作業員の親戚を採用したが、何らかの縁故採用でしか人が集まらな 

 

い。 

 

・作業員不足については、夏に１名入社したが、イメージと違ったとすぐに 

 

退職してしまった。ハローワーク等に求人を出してもなかなか人が集まら 

 

ない。 

 

・作業員は足りていないが、求人募集をハローワーク等に出しても集まらな 

 

いため、現状は関係会社から応援を出してもらって何とか仕事をまわして 

 

いる。 

 

・作業員については、不足しているが求人募集しても集まらない。ここ２～ 

 

３年は退職者も新採用者もいない。 

 

・作業員については、不足しているが、ハローワーク等に依頼しても、人が 

  

集まらない。ここ２～３年新採用なし。 

 

 

〇会社の業績について（コロナ前後） 

 

 ・コロナ後、業績は回復し、売り上げも上がったが、材料費や人件費等も上 

 

がっているので、なかなか利益に結び付かない。 
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・コロナ後、業績も回復傾向にあるが、コロナ前には戻ってはいない。 

 

・材料費、リース料や人件費等が上がって利益がなかなか出ないため、賃金 

 

アップが困難である。 

 

・コロナ中、会社は景気が良かったが、コロナ後は明確な理由は不明だが業 

 

績が少し下がった。 

 

・会社の業績は、コロナの影響をほとんど受けなかった。 

 

・法令上の特別な検査を受注しているため、少し工事が減ったくらいでコロ 

 

ナの影響はほとんど受けなかった。 
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旭川市公契約に係る労働者賃金等の実態調査試行要領 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、旭川市における公契約の基本を定める条例（平成２８年旭川市条例 

第８２号）に基づき、市が発注する工事に従事する労働者の賃金実態等を把握するとと 

もにそれを検証し、公契約に係る業務に従事する者の適正な労働環境の確保を図ること 

を目的に実施する、労働者賃金等の実態調査（以下「賃金等実態調査」という。）につ 

いて必要な事項を定めるものとする。 

 

（調査対象工事） 

第２条 賃金等実態調査は、次に掲げる項目を全て満たす旭川市が発注した工事について 

実施するものとする。 

（１）設計金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）５００万円以上の建設工事 

（２）調査対象年度の４月１日から８月３１日までの間に１日以上施工期間が含まれる建 

設工事 

２ 元請事業者（共同企業体の場合は代表者。以下同じ。）が、前項に規定する工事を複 

数施工している場合は、そのうち請負金額（契約変更があった場合、当初の請負金額を 

いう。以下同じ。）の最も高い工事を対象とするものとし、１事業者１調査とする。た 

だし、請負金額の最も高い工事に、第５条に規定する労働者（以下「調査対象労働者」 

という。）が従事していない場合は、他の調査対象労働者が従事する工事のうち請負金 

額の最も高い工事を対象とするものとする。なお、共同企業体施工における請負金額は、 

契約金額にそれぞれの出資率を乗じた金額で比較するものとする。 

３ 下請事業者（元請事業者として対象工事のない者）にあっては、元請事業者から依頼 

を受けた対象工事のうち請負金額の最も高い工事を対象とする。ただし、請負金額の最 

も高い工事に調査対象労働者が従事していない場合は、他の調査対象労働者が従事する 

工事のうち請負金額の最も高い工事を対象とするものとする。 

４ 市長は、調査対象工事である旨を入札公告又は指名通知において示すものとする。 

５ 市長は、第１項第２号に示す工事の発注が終了した後、元請事業者に対して、本調査 

の依頼とともに調査対象工事を通知するものとする。 

６ 前項の通知を受けた元請事業者は、当該工事を下請したすべての事業者（二次以降の 

下請事業者を含む。（元請事業者が共同企業体の場合は、構成員を含む。））に調査の協 

力を依頼するものとする。なお、共同企業体の構成員が元請事業者として他の調査対象 

工事を施工している場合は、元請事業者として施工した工事を対象とするものとする。 

７ 調査対象工事の抽出に関する例示は、別紙のとおりとする。 

 

（調査期間） 

第３条 賃金等実態調査は、９月から１１月までの間に実施するものとする。 

 

（調査対象者） 

第４条 調査対象者は、元請事業者及び下請事業者（警備会社を含む。以下同じ。）にか 
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かわらず、第２条第１項に該当する工事を施工した事業者とする。 

 

（対象となる労働者） 

第５条 賃金等実態調査の対象となる労働者は、次の各号に該当する労働者を除く調査対 

象工事に従事した元請事業者及びその下請事業者の労働者であって、調査対象工事の施 

工期間のうち、調査対象年度の４月１日から８月３１日の間に１日以上従事し、国土交 

通省が「公共工事設計労務単価」において定める職種に該当する者とする。 

（１）役員 

（２）賃金を経費（材料費、機械経費、燃料代など）込みで受け取っている労働者 

（３）現場技術者（現場代理人、監理技術者、主任技術者等） 

（４）事務員、給食担当者等の工事に直接携わらない労働者 

（５）オペレータ付きクレーンリースの運転手 

 

（調査項目） 

第６条 賃金等実態調査は、次の事項について調査するものとする。 

（１）対象労働者の労働賃金単価（「公共工事設計労務単価」の定義によるものとし、 

当該工事分を含め労働者に支払った１か月分の賃金により算出する。） 

（２）外国人労働者の有無 

（３）事業者の週休２日制への取組状況 

（４）事業者の法定外労働者災害補償保険の加入状況 

（５）従事する労働者の年齢や経験年数 

（６）時間外手当 

（７）その他必要な事項 

 

（調査方法） 

第７条 賃金等実態調査は、調査票（様式第１号）により行うものとし、各調査対象者が 

直接市長に提出するものとする。 

２ 市長は、提出された調査票の記載内容を確認するため、必要があるときは調査対象者 

に対し説明を求め、又は、雇用契約書又は賃金台帳等の書類の提出等を求めるものとす 

る。 

３ 市長は、労働者賃金等の動向について把握するため、調査票を提出した中から抽出し 

た事業者について聞き取り調査を行うものとする。 

 

（調査結果の公表） 

第８条 調査結果は、旭川市ホームページにおいて、集計した内容を公表するものとする。 

 

（その他） 

第９条 この要領の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。 

 

附 則 
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この要領は、令和元年１０月１７日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和２年９月４日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、令和４年８月１９日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この要領による改正後の旭川市公契約に係る労働者賃金等の実態調査試行要領第２条 

第１項第２号の規定は、施行日以降に行われる公告に係る建設工事について適用し、施 

行日前に行われた公告に係る建設工事については、なお従前の例による。 




